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1.問いの設定
・就学可能/不能、労働可能/不能、養育可能/
不能、生きるに値する命/生きるに値しない命、
人間の条件を備えた生命/備えていない生命。
⇒イギリスにおける障害者カテゴリーの二重構造は、
19世紀後半に生成した。

・本報告ではイギリスにおける障害者カテゴリー
の二重構造が、いかにして生じたのかを、
就学判定における「不具児」カテゴリーの生成過程
を手がかりにして、明らかにすることを目指す。



2-1.先行研究：歴史
(教育史、慈善事業史からの研究)
①プリチャード（1963）、山口（1993）らのイギリス障害児教育史研究
ロンドン慈善組織協会COSなどの働きかけにより、就学免除の対象
であった不具児の就学運動が行われたことを肯定的に評価した。

②高野（1985）らの慈善事業史研究
てんかん児、不具児の就学運動におけるCOSの役割を肯定的に
評価した。
（障害学からの歴史研究）
③ボルゼイ（2005）の研究
歴史記述は、公立学校、慈善団体が設立した学園における分離教
育の推進が問題とされている｡



2-2.先行研究の課題
・①②は、COSが就学運動を推進するとともに、障害児の間に就学可
能／就学可能の線引きを導入したことを軽視している。

・③に代表されるイギリス障害学の歴史分析は､全体的に健常者と障
害者の差別的処遇に注目するが､障害者間に発生した差別的処遇
に十分に注意を払えていない。

・①②③に共通する課題として、この時期のCOSの主張が、民間アサ
イラムと学校教育の管轄を確定するための議論であったことを見落
としている。

⇒いずれの研究もCOSの議論が当時の文脈の下で、どのような
意味を持っていたのかを軽視する傾向がある。



3.本稿の研究方法と視点

・19世紀末イギリスのCOSによるカテゴリー制作に注目し
た。

・考察は、COS特別委員会報告書『てんかんおよび不具
の成人および児童に関する研究報告』（1893）のドキュ
メント分析を通じて行われた。

・カテゴリー分析を行う上で特に注目したのは、一見同じ

形式のカテゴリーが創出された場合でも、誰がいかな

る目的でカテゴリー化を行ったのかによって、その目的

が大きく変質してしまうという点である。



4-1.イギリスにおける障害児学校教育制度生成の流れ

1889年 ⇒盲、ろう、軽度精神薄弱児の義務教育を勧
告。ロンドン慈善組織協会CO S関係者中心の就
学運動。軽度、中度精神薄弱児の公立学校に
おける分離教育が原則。特殊学級の普及。

1893年 ※詳細は本報告参照

1899年 初等教育（欠陥児およびてんかん児）法成立
⇒欠陥児の定義は「知的、身体的な障害のため
通常の教育から利益を受けることのできない子
ども」
⇒重度、中度精神薄弱児は除外される。
⇒てんかん児の定義は「重度、中度の精神薄弱
児ではなく、てんかんの症状が重いために公立
学校への通学が不適切な子ども」
⇒義務ではなく「できる規定」

1914年 ⇒欠陥児およびてんかん児の義務教育化
⇒対象児は精神薄弱児のみ

成田,1966,p.82,p.172,山口,1993,p.75,349を参照

初等教育(欠陥児およびてんかん児)法改正

CO S特別委員会報告書『てんかんおよび不具の成人
および児童』に関する研究報告

初等教育（欠陥児およびてんかん児）法成立

盲ろう王立委員会報告書提出

【年表】



4-2.イギリスにおける障害児学校教育制度生成の流れ

・イギリスが学校義務教育制度に向けて舵を切り出した初等教育法（1870）
以後も、障害児は就学免除されるケースが多かった。

・COSが強い発言権を持った盲ろう王立委員会（1888-1889）では、盲・聾・
唖児の就学促進、普通学級に在籍する精神薄弱児（中度以上）の処遇に
ついて勧告がなされた。
⇒通学、学内での見守り、介助などを要するてんかん児、不具児の就学に
ついては後回しにされた。

・COS特別委員会報告（1893）において、てんかん児、不具児の処遇に焦点
があてられた。

・COS特別委員会報告は初等教育（欠陥児およびてんかん児）法（1899）およ
び同法改正（1914）における就学の知的水準による線引きにも一定の影響
を与えている。⇒審議会にはCOSの関係者が多数参加した。



5-1.1893年 COS特別委員会報告書の成立過程① アサイラムの動向

・白痴法（1886）以前、知的障害と
精神障害の区分は曖昧だった。

・民間アサイラムの施設長が、

独自の分類処遇を行っていた。

【史料1,図1】
・COSにおいても1877年特別委員会
報告において、痴愚と白痴の等級

分類、知的障害と精神障害の分類

カテゴリー制作された。【図2】
⇒1877年勧告はアサイラムの分
類方法のみならず、1893年COS特別
委員会報告書ではアサイラムの支

援対象の範囲を限定する役割を果

たすことにもなった。

【図2】1877年COS特別委員会勧告



5-2.1893年 COS特別委員会報告書の成立過程② 病弱児援助協会

・病児援助協会Invalid Children’s Aid Associationは
病児のいる家庭への友愛訪問、（介助用の）器

具の提供、病院の医師による母親の再教育を目

的にCOSの一部門として1886年に結成された。
【史料2】
・結成当初は病児を救済の対象としていたが、次

第に未就学の不具児、畸形児も救済の対象とす

るようになり、1893年COS特別委員会報告書にお
いて「不具児」の処遇を検討する際に参照された。



5-3.1893年 COS特別委員会報告書の成立過程② 学校障害児調査

[表1] ウォーナー医師の学校実態調査結果1888-1891）

※アサイラムにおける救済の対象にならないような、「軽度」障害児を
多数発見したことにより、COSの障害児救済は見直しを迫られた。



6. 1893年特別委員会報告書の概要

・特別委員会は1890～1893年に開催された。【史料3】
・議論の中心となったのは、てんかん児、不具児の処遇
であった。
・様々な論者が委員会に参加したが、議論を牽引
したのは、アサイラムの施設長、慈善病院の医
師、病児援助協会、不具男児のための国民産業
ホーム協会のメンバーらであった。【史料4】
・「不具」の定義は明確にされていないが、引用されて
いる調査結果などを読むと、股関節、脊髄、骨、膿瘍
の病気、くる病、麻痺などが含まれていた。【表2】



7-1.COS特別委員会の問題意識
（不具男児のための産業ホーム名誉参事ナイプ氏の発言）

「我々が知りうる限り、母親は一般的に身体的な苦しみの
下にある児童に対して、特別な愛情を持っている。そして、不
具児はほとんどのケースでは家族のお気に入りとなる。（中
略）彼らはわずかな、あるいはあらゆる規律にも服していな
い。」（Family Welfare Association,1893,p.105）

「不具児は畸形に対する注目を非常に気にして、部分的には
あざけりを恐れて、学校に通うことを嫌がる。
放置され、物乞いか、街頭の清掃者か、他の稼得能力とし
て両親の収入源としてのみ、保護されている不具児もいる。」
（Family Welfare Association,1893,p.105）



7-2.COS特別委員会の問題意識

・多くの「不具児および畸形児」が未就学となっており、

家庭でも適切な教育、しつけを受けていないことが

問題にされた。【史料5～6】
・学校内の教室移動（階段の昇り降りなど）が、「不具

児」の就学に支障をきたしていると判断された｡

【史料7】
・ウォーナー医師の学校実態調査の検討に基づき、学
校に在籍する「不具児」および「畸形児」 は知的、身体
的特徴が多様であり、同じ処遇を行うのは不適当と判断
していた｡【史料8～9】



8-1.COS特別委員会の勧告

・COS特別委員会報告（1893）では、「不具児」は「絶望的ケー
ス」、「より希望のある早期援助ケース」、「希望のあるケース」
に分類された。【史料10～11,表3】
・「絶望的ケース」、「より希望のある早期援助ケース」は病児援

助協会が委託と援助の中心的な役割を担うことが勧告され
た｡
【史料10】
・「絶望的ケース」、「より希望のある早期援助ケース」では、知

的に「痴愚（中度）」以下のケースは民間のアサイラムが妥当、
知的な遅れはないが、身体機能のコントロール不能なケース
では診療所か、その他の施設での処遇が妥当とされた。

【史料11】

[表3]COS特別委員会報告書（1893）の「不具児」分類①



8-2.特別委員会と「欠陥児およびてんかん児法」

【図3】「不具児」分類 【図4】初等教育（欠陥児および
てんかん児）法（1899）
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9.まとめ
・COSが1893年特別委員会で勧告した分類処遇は、「不具
児」のうち、公立学校が引き受けるべき軽度の「不具児」と、
民間の慈善団体が引き受けるべき、中重度の「不具児」の
線引きを行うための指標であった。⇒もちろん、一方的に
カテゴリー化をするということ自体には問題もある。
・しかし、初等教育（欠陥児およびてんかん児）法（1899）にお
いて、就学判定を地方教育当局が担うことになったことによ
り、分類は学校に受け入れ可能な児童の線引きを行うため
の道具に変質していくことになった。



10.課題と展望
(本報告の意義)
・カテゴリー化による差別の発生を明らかにするためには、カテゴリー
の形式、編成のみならず、主体と目的（誰がどのような目的でカテ
ゴリー化するのか）の変遷にも注目する必要がある。
⇒形式、編成は変化しなくても、主体と目的を変えながら、
一度制作されたカテゴリーは再利用されていく。

(今後の課題)
・初等教育（欠陥児およびてんかん児）法（1899）の成立前の審議過
程において、COSが制作カテゴリーにどのような変化が生じたのか
は今回言及することができなかった。
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